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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転倒検出器の作動方法において、前記方法は、
　前記転倒検出器が、前記転倒検出器のユーザによる転倒イベントを検出するとき、前記
ユーザの少なくとも１つの生理的特徴を測定するステップと、
　前記転倒検出器が、前記少なくとも１つの生理的特徴の測定を用いて、前記ユーザが転
倒したというアラートを早めるべきかどうか決定するステップとを有し、
　前記アラートを早めるべきかどうか決定するステップが、
　前記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、前記少なくとも１つの生理的特徴に関する
正常な値から外れるかどうか決定するステップと、
　前記少なくとも１つの生理的特徴が、前記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な
値から外れる場合、前記転倒イベントから所定の時間期間が経過する前に前記ユーザが転
倒したというアラートを発行するステップと、
　前記少なくとも１つの生理的特徴が前記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値
から外れないとき、前記所定の時間期間が経過した後に前記ユーザが転倒したというアラ
ートを発行するステップと、
を有する、方法。
【請求項２】
　前記所定の時間期間が経過した後にアラートを発行するステップが、前記ユーザが前記
検出された転倒イベント後前記所定の時間期間内に起きなかったと決定される場合に、前
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記ユーザが転倒したというアラートを開始するステップを更に有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、前記少なくとも１つの生理的特徴に関する
正常な値から外れるかを決定するステップが、閾値又は前記少なくとも１つの生理的特徴
に関する値の正常な範囲に対して前記少なくとも１つの生理的特徴の測定を比較するステ
ップを有する、請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの生理的特徴に関する前記正常な値が、ユーザ依存である、請求項
１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記転倒検出器が、前記ユーザの運動を測定するステップと、
　前記転倒検出器が、前記ユーザによる転倒を示す１つ又は複数の運動を特定するため前
記測定された運動を解析するステップとを更に有する、請求項１乃至４のいずれかに記載
の方法。
【請求項６】
　前記測定された運動が、前記ユーザの前記少なくとも１つの生理的特徴の測定を得るた
め、更に解析される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザの少なくとも１つの生理的特徴を測定するステップが、前記ユーザの運動を
測定するために用いられるセンサとは異なるセンサを用いるステップを有する、請求項５
に記載の方法。
【請求項８】
　転倒と整合する前記１つ又は複数の運動が、衝撃、前記ユーザの高さにおける変化、垂
直速度及び前記ユーザの方向における変化から選択される、請求項５、６又は７に記載の
方法。
【請求項９】
　アラートが、音声アラーム、コールセンタ、緊急サービス若しくはノミネートされた受
信者に対する呼び出し、又はコールセンタ、緊急サービス若しくはノミネートされた受信
者へのデータの送信の少なくとも１つを有する、請求項１乃至８のいずれかに記載の方法
。
【請求項１０】
　前記所定の時間期間が経過する前にアラートを発行するステップが、撤回期間の満了の
前にアラートを開始するステップ、受信者における呼び出し又はメッセージのキューイン
グが、前記所定の時間期間が経過した後に発行されるアラートと比べて早められるよう、
前記呼び出し又はメッセージに高い優先度を与えるステップ、ネットワークにおいて、前
記所定の時間期間が経過した後に発行されるアラートより高い優先度又は高い帯域幅チャ
ネルを介してアラートを開始するステップ、前記転倒検出器に関連付けられるコールセン
タの代わりに、又はこれに加えて緊急サービスに対してアラートを開始するステップの１
つ又は複数を有する、請求項１乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの生理的特徴が、心拍、心拍変動、呼吸レート、呼吸レート変動、
体温度、皮膚伝導性及び血圧から選択される、請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法
。
【請求項１２】
　プロセッサにより実行されるとき、プロセッサに、請求項１乃至１１のいずれかに記載
された方法を実行させるコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　処理ユニットを有する装置であって、
　前記処理ユニットが、
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　転倒検出器のユーザによる転倒イベントを検出するとき、前記ユーザの少なくとも１つ
の生理的特徴の測定を決定し、
　前記少なくとも１つの生理的特徴の測定を用いて、前記ユーザが転倒したというアラー
トを早めるべきかどうか決定するよう構成され、
　前記アラートを早めるべきかどうかの決定が、
　前記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、前記少なくとも１つの生理的特徴に関する
正常な値から外れるかどうか決定し、
　前記少なくとも１つの生理的特徴が、前記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な
値から外れる場合、前記転倒イベントから所定の時間期間が経過する前に前記ユーザが転
倒したというアラートを発行し、
　前記少なくとも１つの生理的特徴が前記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値
から外れないとき、前記所定の時間期間が経過した後に前記ユーザが転倒したというアラ
ートを発行する、
ことによりなされる、装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザによる転倒を検出し、ユーザに対する支援を得るため転倒が起こると
きアラートを起動する転倒検出器又は転倒検出システムに使用される装置及びこれを作動
させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　転倒は、毎年何百万人にも影響を及ぼし、特に高齢者に重要な損傷を生じさせる。実際
、高齢者における死因トップ３の１つが転倒であると推定される。転倒は、地面又はより
低いレベルへの体の突然の無制御で意図的でない下向きの変位として規定される。そして
、この地面又はより低いレベルとの接触（例えば衝撃）が後続する。この後、体は地面に
ダウンしたままである。
【０００３】
　個人ヘルプボタン（ＰＨＢ）が利用可能である。これは、緊急時に支援を求めるため、
ユーザがボタンを押すことを必要とする。押されると、ＰＨＢは、コールセンタへの呼び
出しを開始し、必要に応じてユーザに送られる支援を手配するコールセンタスタッフとユ
ーザが会話することを可能にする。しかしながら、ユーザが重篤な転倒に苦しむ場合（例
えば意識不明の場合）、ユーザはボタンを押すことができないかもしれない。これは、特
にユーザが一人暮らしの場合、又はユーザの転倒を誰も目撃していない場合、かなりの時
間期間の間、支援が届かないことを意味する。
【０００４】
　従って、ＰＨＢは、１つ又は複数の運動センサを含むよう改良された。このセンサの測
定が、ユーザによる転倒を検出するため、及びユーザがＰＨＢのボタンを押す必要なしに
、呼び出しを起動させるために処理される。ほとんどの既存の転倒検出器は、加速度計（
通常、３次元において加速度を測定する加速度計）を使用し、それらは、加速度計により
生成される時系列を処理することにより転倒の発生を推定しようとする。いくつかの転倒
検出器は、例えばＷＯ２００４／１１４２４５号に示されるように空気圧力センサを含む
こともできる。検出アルゴリズムは通常、低電力消費であるよう設計される。その結果、
頻繁なバッテリー交換又は再充電の必要性はない。更に、いくつかの転倒検出器において
、転倒が検出された後の所定の時間期間（「撤回期間」と呼ばれる）内に、ユーザが立た
ない場合にのみ、アラートが起動又は開始される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　撤回期間の使用は、転倒イベントの発生とコールセンタになされるコンタクトとの間の
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遅延をもたらす。撤回期間は通常、約２０～３０秒である。しかし、それは異なる値にセ
ットされることができる。更に、緊急呼び出しが起動されるときのコールセンタでの実際
の入力呼び出し数に基づき、呼び出しが、キューに配置されることができる。これは、ユ
ーザに対する支援の提供を更に遅延させる。転倒し、緊急に支援を必要とする誰かに対し
て、任意の遅延は、彼らの生存の可能性に明らかに影響を及ぼす可能性がある。
【０００６】
　転倒が何らかの根元的な健康関連の問題により生じた場合、遅延が深刻になる可能性も
ある。例えば、脳卒中又は心停止といったユーザの生命システムに不調がある場合、緊急
支援を受ける際の任意の遅延は、ユーザにとって深刻な結果をもたらす可能性がある。
【０００７】
　従って、撤回期間を用いるときの問題を解決する、改良された転倒検出器又は転倒検出
システム及びこれを作動させる方法に関する必要性が存在する。より一般には、ユーザが
緊急的に支援の必要がある場合、転倒に苦しむユーザが支援を得るのにかかる時間が短縮
されるような、改良された転倒検出器又は転倒検出システム及びこれを作動させる方法に
関する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の側面によれば、転倒検出器を作動させ方法が提供される。この方法は、
上記転倒検出器のユーザによる転倒イベントを検出するとき、上記ユーザの少なくとも１
つの生理的特徴を測定するステップと、上記少なくとも１つの生理的特徴の測定を用いて
、上記ユーザが転倒したというアラートを促進するべきかどうか決定するステップとを有
する。
【０００９】
　好ましい実施形態において、上記アラートを促進するべきかどうか決定するステップが
、上記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、上記少なくとも１つの生理的特徴に関する
正常な値から外れるかどうか決定するステップと、上記少なくとも１つの生理的特徴が、
上記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値から外れる場合、上記ユーザが転倒し
たというアラートを促進するステップとを有する。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、上記アラートを促進するべきかどうか決定するステップ
が、上記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値から外れない場合、上記ユーザが
転倒したという非促進型アラートを発行するステップを更に有する。
【００１１】
　他の実施形態において、上記アラートを促進するべきかどうか決定するステップが、上
記少なくとも１つの生理的特徴が上記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値から
外れないとき、上記ユーザが上記検出された転倒イベント後所定の時間期間内に起きなか
ったと決定される場合に、上記ユーザが転倒したというアラートを開始するステップを更
に有する。
【００１２】
　好ましくは、上記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、上記少なくとも１つの生理的
特徴に関する正常な値から外れるかを決定するステップが、閾値又は上記少なくとも１つ
の生理的特徴に関する値の正常な範囲に対して上記少なくとも１つの生理的特徴の測定を
比較するステップを有する。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、上記少なくとも１つの生理的特徴に関する上記正常な値
が、ユーザ依存である。
【００１４】
　この方法は、上記ユーザの運動を測定するステップと、上記ユーザによる転倒を示す１
つ又は複数の運動を特定するため上記測定された運動を解析するステップとを更に有する
ことができる。転倒と整合する上記１つ又は複数の運動が、衝撃、上記ユーザの高さにお
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ける変化、垂直速度及び上記ユーザの方向における変化から選択されることができる。
【００１５】
　好ましい実施形態において、上記測定された運動が、上記ユーザの上記少なくとも１つ
の生理的特徴の測定を得るため、更に解析される。代替的な実施形態では、上記ユーザの
少なくとも１つの生理的特徴を測定するステップが、上記ユーザの運動を測定するために
用いられるセンサとは異なるセンサを用いるステップを有する。
【００１６】
　アラートが、音声アラーム、コールセンタ、緊急サービス若しくはノミネートされた受
信者に対する呼び出し、又はコールセンタ、緊急サービス若しくはノミネートされた受信
者へのデータの送信の少なくとも１つを有する。アラートを促進するステップが、撤回期
間の満了の前にアラートを開始するステップ、受信者における呼び出し又はメッセージの
キューイングが、非促進型アラートと比べて促進されるよう、上記呼び出し又はメッセー
ジに高い優先度を与えるステップ、ネットワークにおいて、非促進型アラートより高い優
先度又は高い帯域幅チャネルを介してアラートを開始するステップ、上記転倒検出器に関
連付けられるコールセンタの代わりに、又はこれに加えて緊急サービスに対してアラート
を開始するステップの１つ又は複数を有する。
【００１７】
　上記少なくとも１つの生理的特徴が、心拍、心拍変動、呼吸レート、呼吸レート変動、
体温度、皮膚伝導性及び血圧から選択される。
【００１８】
　本発明の第２の側面によれば、プロセッサにより実行されるとき、プロセッサに、上述
した方法を実行させるコンピュータプログラムが提供される。
【００１９】
　本発明の第３の側面によれば、装置が提供され、この装置は、処理ユニットを有し、上
記処理ユニットが、転倒検出器のユーザによる転倒イベントを検出するとき、上記ユーザ
の少なくとも１つの生理的特徴の測定を決定し、上記少なくとも１つの生理的特徴の測定
を用いて、上記ユーザが転倒したというアラートを促進するべきかどうか決定するよう構
成される。
【００２０】
　好ましい実施形態において、上記プロセッサは、上記少なくとも１つの生理的特徴が上
記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常な値から外れる場合、アラートが促進される
べきであると決定するよう構成される。
【００２１】
　そうでない場合、プロセッサは、上記ユーザが転倒したという非促進型アラートを発行
するよう更に構成されることができる。
【００２２】
　代替的に、上記少なくとも１つの生理的特徴が上記少なくとも１つの生理的特徴に関す
る正常な値から外れないと決定するとき、上記ユーザが上記検出された転倒イベント後所
定の時間期間内に起きなかったと決定される場合に、上記プロセッサが、上記ユーザが転
倒したというアラートを開始するよう構成される。
【００２３】
　好ましくは、上記プロセッサは、閾値又は上記少なくとも１つの生理的特徴に関する値
の正常な範囲に対して上記少なくとも１つの生理的特徴の測定を比較することにより、上
記少なくとも１つの生理的特徴の測定が、上記少なくとも１つの生理的特徴に関する正常
な値から外れるかを決定するよう構成されることができる。
【００２４】
　好ましくは、上記プロセッサは、上記ユーザの運動の測定を受信し、上記ユーザによる
転倒を示す１つ又は複数の運動を特定するため上記運動測定を分析するよう構成されるこ
とができる。
【００２５】
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　いくつかの実施形態において、上記プロセッサは、上記ユーザの上記少なくとも１つの
生理的特徴の測定を得るため、上記測定された運動を更に分析するよう構成されることが
できる。
【００２６】
　代替的な実施形態では、上記プロセッサは、上記ユーザの運動の測定を受信するセンサ
とは異なるセンサから、上記ユーザの上記少なくとも１つの生理的特徴の測定を受信する
よう構成されることができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、上記プロセッサは、音声アラーム、コールセンタ、緊急
サービス若しくはノミネートされた受信者に対する呼び出し、又はコールセンタ、緊急サ
ービス若しくはノミネートされた受信者へのデータの送信から選択されるアラートを発行
するよう構成されることができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、上記プロセッサは、撤回期間の満了の前にアラートを開
始する、受信者における呼び出し又はメッセージのキューイングが、非促進型アラートと
比べて促進されるよう、上記呼び出し又はメッセージに高い優先度を与える、ネットワー
クにおいて、非促進型アラートより高い優先度又は高い帯域幅チャネルを介してアラート
を開始する、上記転倒検出器に関連付けられるコールセンタの代わりに、又はこれに加え
て緊急サービスに対してアラートを開始することにより、アラートを促進させるよう構成
されることができる。
【００２９】
　本発明の別の側面によれば、ユーザにより着用されるよう構成される転倒検出器が提供
される。この転倒検出器は、上述した装置を有する。
【００３０】
　この転倒検出器は更に、上記ユーザの運動を測定する運動センサを有することができる
。運動センサは、加速度計、空気圧力センサ、空気フローセンサ、磁力計及びジャイロス
コープの少なくとも１つを有することができる。
【００３１】
　転倒検出器は更に、少なくとも１つの生理的特徴センサを有することができる。少なく
とも１つの生理的特徴センサは、心臓モニタ、呼吸レートモニタ、フォトプレチスモグラ
フ（ＰＰＧ）、血圧センサ、温度計及び皮膚伝導性センサの少なくとも１つを有すること
ができる。
【００３２】
　本発明の更なる側面によれば、転倒検出システムが提供される。このシステムは、ユー
ザにより着用されるよう構成されるセンサユニットと、上記センサユニットと通信するよ
う構成され、上述した装置を含むベースユニットとを有する。
【００３３】
　センサユニットは更に、上記ユーザの運動を測定する運動センサを有することができる
。いくつかの実施形態において、上記運動センサは、加速度計、空気圧力センサ、空気フ
ローセンサ、磁力計及びジャイロスコープの少なくとも１つを有する。
【００３４】
　センサユニットは更に、少なくとも１つの生理的特徴センサを有することができる。生
理的特徴センサは、心臓モニタ、呼吸レートモニタ、フォトプレチスモグラフ（ＰＰＧ）
、血圧センサ、温度計及び皮膚伝導性センサの少なくとも１つを有することができる。
【００３５】
　こうして、本発明は、検出された転倒イベントの後の１つ又は複数の生理的特徴の測定
を用いて、ユーザが転倒し、支援を必要としているというアラートを促進するべきかどう
かを決定する転倒検出器又は転倒検出システムを提供する。更に、好ましい実施形態にお
いて、上記生理的特徴監視は転倒が検出されたときにのみ起動されるので、上記転倒検出
器又は転倒検出システムにおけるセンサユニットの電力消費が最小化されることができる
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。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明のある実施形態による転倒検出器のブロック図である。
【図２】本発明による転倒検出器又は転倒検出システムを作動させる例示的な方法を示す
フローチャートである。
【図３】撤回期間が用いられる本発明の特定の実施形態による転倒検出器又は転倒検出シ
ステムを作動させる方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の実施形態が、以下の図面を参照し、例示に過ぎないものを用いて説明される。
【００３８】
　図１は、本発明の実施形態による例示的な転倒検出器２を示す。転倒検出器２は、ユー
ザにより着用されるセンサユニットの形である。転倒検出器２は、ユーザの首周りに配置
される首コードを持つペンダントの形で提供されることができる。しかし、代替的に、転
倒検出器２は、例えば手首、ウエスト、胴体、骨盤又は胸骨といったユーザの体の異なる
部分で又はこの部分において着用されるよう構成されることができ、体のその部分に転倒
検出器２を取り付けるのに適した構成（例えばベルト又はストラップ）を有する。
【００３９】
　転倒検出器２は、ユーザの運動（例えばユーザにより経験される加速度）を測定し、ユ
ーザが転倒したかどうか決定するためにこの測定を処理するのに用いられる。
【００４０】
　転倒検出器２は、ユーザの運動を測定する運動センサ４を有する。運動センサ４は好ま
しくは、加速度計４であり、好ましくは、３つの直交軸線に沿って加速度を測定する加速
度計４である。加速度計４により出力される信号は、解析のためプロセッサ６に提供され
る。いくつかの実施形態において、加速度計４は、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）加
速度計である。加速度計４により経験される加速度は、３０Ｈｚのレートでサンプリング
されることができる。しかし、他の多くのサンプリング周波数（例えば５０又は１００Ｈ
ｚ）が用いられることができる点を理解されたい。
【００４１】
　転倒検出器２は、転倒検出器２のユーザに対する支援を得るため、アラートを発行する
のに用いる１つ又は複数の要素を有する。図示されるように、要素の１つは、転倒が検出
される場合、プロセッサ６により起動されることができる音声アラームユニット８とする
ことができる。このアラームは、ユーザの近くにいる誰にでも警告することにより、ユー
ザへの支援を求めることができる。しかしながら、転倒検出器２における音声アラームユ
ニットの存在はオプションである点を理解されたい。追加的なオプションの要素は、支援
を要求するためにユーザにより押されることができる支援ボタン（図１において図示省略
）である。
【００４２】
　アラートを発行するのに用いられることができる別の要素は、アンテナ１２と連動する
送信機又はトランシーバ回路１０である。送信機又はトランシーバ回路１０及び関連付け
られるアンテナ１２は、転倒が検出される場合、又は支援ボタン（もしあれば）が押され
た場合、支援を求めるためにコールセンタ又はノミネートされた人に対して有線又は無線
電話網（又は、例えばインターネットといった他のタイプのネットワーク）を介して緊急
呼び出しを行うのに用いられることができる。遠隔（ベース）ユニットに対して処理の結
果を送信するのに、回路１０又は（赤外線又は例えばブルートゥースといった他の短距離
無線技術に基づかれる）追加的な回路が用いられることもできる。
【００４３】
　転倒検出器２は、ユーザの運動及び／又は姿勢を測定する１つ又は複数の追加的なセン
サ１３を含むこともできる。センサからの測定は、ユーザが転倒で苦しんでいるかを決定
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するために加速度計４からの測定と連動してプロセッサ６により用いられることができる
。追加的なセンサ１３は、例えば、ジャイロスコープ、磁力計、空気圧力センサ及び／又
は空気フローセンサを有することができる。
【００４４】
　転倒検出器２はオプションで、加速度計４（及びもしあれば転倒検出器２における追加
的なセンサ１３）からの測定、プロセッサ６による処理の結果、及びプロセッサ６が本発
明に基づき作動することをもたらす命令を含むプログラムコードを格納するのに用いられ
ることができるメモリ１４を有する。
【００４５】
　後で詳しく述べるように、本発明は、転倒又は転倒可能性が検出されるとき、ユーザの
少なくとも１つの生理的特徴が測定され、この測定が、ユーザが転倒したというアラート
を促進するかどうかを決定するために用いられることができることを提供する。特に、測
定された生理的特徴が正常でない又は正常な範囲に含まれない場合、ユーザが転倒したと
いうアラートが促進されることができる。なぜなら、この生理的特徴は、ユーザが緊急に
援助を必要とすることを示すからである。しかしながら、測定された生理的特徴が正常で
ある又は正常な範囲に含まれる場合、ユーザが転倒したというアラートは、「通常の」態
様で（即ち非促進的に）開始されることができる。
【００４６】
　アラートは通常、コールセンタ又はノミネートされた人に対して有線又は無線電話網（
又は、例えばインターネットといった他のタイプのネットワーク）を介して呼び出しを行
い、ユーザが転倒したことを示すデータ（ＳＭＳメッセージの送信を含む）をコールセン
タに送信し、検出器２における音声アラームユニット８又は例えば転倒検出器２に関する
ベースユニットといった別のデバイスを起動し、若しくは他の任意の適切なタイプのアラ
ートを起動することを有する。
【００４７】
　これらのアラートは、複数の異なる態様で促進されることができる。例えば、ユーザが
転倒の後起きるかどうか決定するために転倒検出器が撤回期間を利用する場合、アラート
を促進することは、撤回期間の満了を待つのではなく、アラートを直ちに起動させる又は
開始することを有することができる。
【００４８】
　アラートが促進されることができる別の態様は、呼び出し又はメッセージ信号において
優先ラベルを含めることである。ここで、この優先ラベルは、コールセンタで又は任意の
他の受信者により読み出されることができ、（例えばコールセンタ待ち行列システムにお
けるキューのトップにこの呼び出しを配置することにより、又は転倒検出器が開始した呼
び出しを処理するのに通常用いられるのとは異なるキューに呼び出しを配置することによ
り）呼び出し又はメッセージの処理を加速するために用いられることができる。更に又は
代替的に、この優先ラベルは、（例えばより高い帯域幅を持つネットワークにおけるチャ
ネルに信号を割り当てることにより）電話又は他のネットワークを介する呼び出し信号の
処理を促進するのに用いられることができる。
【００４９】
　アラートが促進されることができる更に別の態様は、通常呼び出しが行われる又はメッ
セージが送信される転倒検出器に関連付けられるコールセンタではなく（又はこれに加え
て）、呼び出しが緊急サービス（例えば９１１又は９９９）に対して行われることである
。
【００５０】
　アラートを促進することが、他の関連付けられるアクションも含み、及びそれら及び上
述された技術の組み合わせを用いることも含むことができる点を理解されたい。
【００５１】
　測定される生理的特徴は、転倒後のユーザの状態を決定するのに有益な情報を提供する
任意の特徴、例えば心拍、心拍変動、呼吸レート、血圧、皮膚伝導性、体温度等とするこ
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とができる。
【００５２】
　本発明の有利な実施形態において、少なくとも１つの生理的特徴は、転倒検出器２にお
いてすでに存在する運動センサ（例えば加速度計４）の１つ又は複数を用いて測定される
。これは、転倒検出器２において追加的なセンサを含む必要がないことを意味する。例え
ば、心臓の運動そのものだけではなく、ポンピング血流に基づかれる弾道学的体運動が原
因で、パルス（心拍）は、加速度計４からの信号においてピークとして現れる。呼吸レー
トは、ユーザの胸部又は腹部の運動によりもたらされるわずかな方向変化（重力の測定さ
れた方向における変化として表される）として現れる。
【００５３】
　代替的な実施形態では、転倒検出器２は、１つ又は複数の別々の生理的特徴センサ１６
（それは、図１においてオプションの特徴として示される）を有することができる。これ
らの生理的特徴センサ１６は、心臓モニタ、呼吸レートモニタ、フォトプレチスモグラフ
（ＰＰＧ）、血圧監視装置、皮膚伝導性センサ、温度計、ＥＣＧ、ＥＭＧ等を含むことが
できる。いくつかの実施形態において、生理的特徴センサ１６の１つ又は複数は、別々の
筐体において又は運動センサ４を含む要素において提供されることができる。例えば、転
倒検出器２は、加速度計４及びプロセッサ６を含むユーザの首周りをつけられるペンダン
トとして構成されることができ、皮膚伝導性センサ１６は、別々のリストバンドにおいて
提供されることができる。この場合、皮膚伝導性センサ１６からペンダントにおけるプロ
セッサ６まで処理のため測定を提供する手段が提供されることができる。
【００５４】
　別々のセンサ要素は、測定から生理的特徴を決定することができるプロセッサを含むこ
ともできる。センサ要素は、特徴が正常な値でない場合、アラートを開始するトランシー
バ回路を含むこともできる。転倒検出器２は、別々のセンサ要素と通信し、測定が実行さ
れることを要求するよう構成されることができる。測定の結果は、転倒検出器２に戻され
ることができるか、又は、別々のセンサ要素が、アラートを開始することを自身で決める
ことができる。
【００５５】
　本発明を説明するのに必要とされる転倒検出器２の要素だけが、図１に示され、本発明
による転倒検出器２は、本書に記載される要素に対する追加的な要素及び機能を含むこと
ができる点を理解されたい。例えば、転倒検出器２が、何らかの形式の電力源又は動力源
及び転倒検出器２の動作を制御する回路を含む点を理解されたい。
【００５６】
　別の実施形態において、運動センサ測定（及び適切である場合、生理的特徴センサ測定
）の処理が、ユーザにより着用されるセンサユニット（それは、構造において、図１に示
される転倒検出器２に対応する）とは別のベースユニットにおいて実行される転倒検出シ
ステムが提供されることができる。その場合、運動センサ測定（及び適切である場合、生
理的特徴センサ測定）は、トランシーバ回路１０を介して、センサユニット２からベース
ユニットに送信されることができる。追加的な別の実施形態において、センサユニット２
は、例えば、処理を完了する及びユーザが転倒したかどうか決定するベースユニットに対
して結果を送信する前に、運動センサ測定に関するいくつかの初期処理ステップを実行す
ることができる。
【００５７】
　転倒検出器２を作動させる方法が、図２に示される。説明される方法は、上記の転倒検
出システムに対して容易に適合されることができる点を理解されたい。第１のステップで
あるステップ１０１において、ユーザの運動が測定される。特に、ユーザの運動の測定は
、転倒検出器２に存在する運動センサ４（即ち加速度計４）及び他の任意のセンサ１３に
より集められる。これらの測定は、ユーザが転倒したか（ステップ１０３）どうか決定す
るため処理を行うプロセッサ６に提供される。
【００５８】
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　例えば、転倒は、かなりの衝撃に達する、約０．５～１．５メートル（この範囲は、転
倒検出器２が着用される体の部分及びユーザの身長に基づき異なる場合がある）の高度に
おける変化と、その後に続くユーザがあまり動かない期間により広く特徴付けられる。別
の例示的な特徴は、実質的な垂直な（下方への）速度の存在とすることができる。こうし
て、転倒が起きたかどうか決定するために、プロセッサ６は、測定を処理して、高度にお
ける変化（これは、通常圧力センサ１３からの測定から得られる。しかし、追加的又は代
替的に、加速度計４からの測定から得られる）、高度において変化が発生する時間周辺の
最大活動レベル（即ち衝撃）（これは通常、加速度計４からの測定から得られる）及び垂
直速度を含む、特徴に関する値を抽出することができる。他の特徴は、検出アルゴリズム
の信頼性を更に改善することができる。例えば、高さ変化に一致する方向における変化は
、ユーザが転倒した可能性を増加させる。この方向変化は、加速度計４を用いて、及び／
又は代替的に磁力計又はジャイロスコープを用いて測定されることができる。
【００５９】
　必要とされる特徴（例えば高さ変化、衝撃、垂直速度及び方向変化）の一部又は全部が
運動測定に存在する場合、転倒イベントが検出されることができる。代替的に、別の抽出
された特徴が弱く存在すること（即ち比較的小さな高さ変化）を補償する１つ又は複数の
抽出された特徴が強く存在する場合（即ち特に大きな衝撃）、抽出された特徴に関する値
は、ユーザが転倒したかどうか決定するために（可能であれば、各抽出された特徴に関し
て加重を用いて）結合されることができる。
【００６０】
　転倒イベントが起こったかどうか検出するステップ１０３においてプロセッサ６により
実行される解析が、本書において詳細に説明されることはないが、当業者は、加速度計測
定及び／又は他のタイプの運動センサからの測定に基づき、ユーザが転倒に苦しんでいる
かどうか決定するのに適用されることができる様々なアルゴリズム及び技術を理解するこ
とができるであろう。
【００６１】
　ステップ１０３において、プロセッサ６は、運動センサ測定から、ユーザが衝撃の後比
較的不活発である期間に関する値を抽出することもできる。上述された他の特徴と同様、
この値は通常、加速度計４からの測定に基づき得られることができる。代替的に又は追加
的に、プロセッサ６は、ユーザが転倒後起きたかどうかを運動センサ測定から決定するこ
とができる。これは、検出された衝撃及び／又は高さ変化の後、立ち上がる又は直立した
姿勢へと他の態様で戻ることを含む。ユーザが起きたかどうか決定するために用いられる
ことができる例示的な処理ステップが、図３を参照して更に詳細に説明される。
【００６２】
　転倒が発生しなかった（ステップ１０３）場合、処理は、ステップ１０１に戻り、ユー
ザの監視が続く。
【００６３】
　従来の転倒検出器において、アラートが、ステップ１０３における転倒イベントの検出
で開始されるか、又は、転倒イベント後ユーザが起きるための時間を可能にするため、撤
回期間が開始される。
【００６４】
　しかしながら、上記のように、例えば脳卒中又は心停止といった何らかの根元的な健康
関連の問題により検出された転倒が生じた場合、アラートを起動させ、ユーザへの支援を
求める際の任意の遅延は深刻でありえる。従って、本発明は、転倒又は転倒可能性が検出
されたとき、ユーザの少なくとも１つの生理的特徴が測定され、及び、この測定が、ユー
ザが転倒し、支援を必要とするというアラートを促進するべきかどうか決定するために用
いられることを提供する。
【００６５】
　従って、転倒又は転倒可能性が、ステップ１０３において検出される場合、ユーザの１
つ又は複数の生理的特徴の測定がなされる（ステップ１０５）。
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【００６６】
　転倒検出器２が、特定の生理的特徴センサ１６（単一の筐体にあるか、又は別々の要素
において提供されるかに関係なく）を有する場合、ステップ１０５は、検出された転倒又
は転倒可能性に基づきそれらのセンサ１６を作動させ、適切な測定を行うステップを有す
ることができる。代替的に、運動センサ（例えば加速度計４）の１つが生理的特徴を測定
するために用いられる場合、検出された転倒の直前、間及び／又は後に集められる運動セ
ンサ測定から、プロセッサ６は、適切な特徴を抽出することができる。当業者は、例えば
加速度計４といった運動センサからの信号を用いて、生理的特徴測定を抽出するのに用い
られることができる様々なアルゴリズム及び技術を理解するであろう。従って、それらは
、本書において詳述されない。
【００６７】
　好ましい実施形態において、転倒又は転倒可能性が検出されたときにのみ、生理的特徴
センサ１６又は生理的特徴を決定するためにプロセッサ６により実行される特定の処理が
使用されるので、非転倒時間の間のプロセッサ６及び従って転倒検出器２の電力消費は最
小化されることができる。ステップ１０３における解析は通常、実質的にリアルタイムに
又はわずかな遅延でプロセッサ６により実行されるので、転倒イベントが実際に起こった
直後に、生理的特徴が決定されることができる。
【００６８】
　別の実施形態において、生理的特徴センサ１６は、ユーザの生理的特徴を周期的に測定
するため（例えば、それらが、１５分おきに測定を行うことができる）、監視システムの
一部として用いられることができる。この場合、ステップ１０３における転倒イベントの
検出は、生理的特徴センサ１６の正常な監視レジームに関係なく、転倒イベントが検出さ
れた直後に、プロセッサ６が、生理的特徴センサ１６による生理的特徴の測定を要求する
ことを生じさせる。
【００６９】
　すると、ステップ１０７において、ステップ１０５で測定された生理的特徴が正常かど
うかが決定される。このステップは、適切な閾値又はその生理的特徴に関する正常な値を
表す値の範囲に対して各生理的特徴測定を比較するステップを有することができる。生理
的特徴の欠如（例えば運動センサ測定及び／又は生理学的センサ測定において検出可能な
心拍／パルス又は呼吸レートが全くないこと）も「正常ではない」と分類される点を理解
されたい。更に又は代替的に、測定において現れる生理的特徴（例えばパルス又は呼吸）
の規則性及びパターンの形式が評価されることができる。
【００７０】
　例として、心拍に関する閾値は、１分につき３０ビートとすることができる。この値を
下回る任意の測定された値は、異常であると考えられる。代替的に、心拍に関する正常な
範囲は、１分につき３０～９０ビートの間とすることができる。この範囲を外れる任意の
測定された値は、異常であると考えられる。典型的な呼吸レートは、１分につき１６呼吸
であり、正常な値又は正常な範囲がこれに従ってセットされることができる。同様に、正
常な温度は３７℃であり、正常な範囲はこれに従ってセットされることができる。皮膚伝
導性は、人毎に異なり、特に皮膚タイプに依存する。従って、異常は、その人に関する正
常な値からのずれとして検出される。
【００７１】
　当業者は、異なる生理的特徴測定が正常かどうか決定するために用いられることができ
る適切な閾値又は範囲を理解するであろう。転倒は、その人にとってストレスの多いイベ
ントであり、これは、様々な生命符号（例えば心拍、呼吸レート、皮膚伝導性等）に影響
を与える点を理解されたい。この事実は、生理的特徴に関する正常な値又は範囲をセット
するとき考慮されることができる。
【００７２】
　正常な値又は値の範囲が、転倒検出器２の各ユーザに対して同じ値にセットされること
ができるか、又はそれらは、個別のユーザに対して較正されることができる点を理解され
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たい。
【００７３】
　測定された生理的特徴が正常である場合、ユーザが転倒したというアラートが開始され
ることができる（ステップ１０９）。このアラートは、転倒検出器２に関する通常のアラ
ート手順に基づき起動される。上述したように、アラートは、コールセンタ又はノミネー
トされた人に対して有線又は無線電話網（又は、例えばインターネットといった他のタイ
プのネットワーク）を介して呼び出しを行い、ユーザが転倒したことを示すデータ（ＳＭ
Ｓメッセージの送信を含む）をコールセンタに送信し、検出器２における音声アラームユ
ニット８又は例えば転倒検出器２に関するベースユニットといった別のデバイスを起動し
、若しくは他の任意の適切なタイプのアラートを起動することを有する。（下の図３を参
照して表されるように）撤回期間が用いられる実施形態において、通常のアラート手順は
、ユーザが撤回期間内に立ち上がるかを決定するためのテストステップと、もし立ち上が
らない場合、アラートを起動する（例えば呼び出しを行う）ステップとを有することがで
きる。
【００７４】
　ステップ１０７において、測定された生理的特徴の１つ又は複数が正常でないと決定さ
れる場合、このユーザは、転倒したが生理的特徴が正常である別のユーザより緊急に支援
を必要とする場合があり、促進されたアラート手順が起動されることができる（ステップ
１１１）。この手順において、アラートは、上記の例示的な態様の１つ又は複数において
促進されることができる。例えば、（後述するように）撤回期間が用いられる実施形態に
おいて、異常な生理的特徴が測定されるとすぐ、即ち撤回期間が経過することを待つこと
なしに、アラートが起動されることができる。この場合に起動されるアラートは、通常の
アラート手順（ステップ１０９）において起動されるのと同一とすることができる。しか
しながら、それが、通常のアラートモードより早期に起動されるという点で、それは促進
されている。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、ステップ１０９又はステップ１１１において行われる呼
び出しは、コールセンタでの呼び出しを適切に優先させる（及び従って、必要に応じて、
呼び出しの処理を促進する）ため、ステップ１０７における決定に基づき、転倒検出器２
により「ラベルをつけられる」ことができる。例えば、ユーザの心拍が正常な範囲外にあ
る場合、呼び出しが、起動され、コールセンタに提供される信号が、ユーザの状態（即ち
異常な心拍、緊急の支援の必要性など）を示すことができる。これは、この呼び出しがコ
ールセンタでの任意のキューのトップ（又は、異なる「より高い優先度」キュー）に配置
されることを可能にする。ユーザの心拍が正常な範囲内にある場合、信号は、ユーザの「
正常な」心拍状態又は測定された心拍自体を示すことができ、この呼び出しは、コールセ
ンタで通常の態様で待ち行列に入れられることができる。
【００７６】
　この「ラベル付け」は、コールセンタに送信されるメッセージにおけるビット列を用い
て実現されることができる。例えば、ビット列の「値」が、例えばステップ１０３及び１
０７の結果に基づき決定されることができる。ビット列は、ユーザが支援ボタンを手動で
押したかどうかを示す１つ又は複数のビットを含むこともできる。
【００７７】
　この「ラベル付け」は、ユーザと会話しようと試みても何の応答も受信していないこと
、及び救急サービスからの支援が必要とされることをコールセンタでのオペレータに気づ
かせるのに使用されることもできる。
【００７８】
　転倒検出器２により測定されることができる生理的特徴は、転倒検出器２が付けられる
ユーザの体に依存することができる点を理解されたい。例えば、転倒検出器２は通常、首
周りのペンダントとして、手首に、又はウエストに着用されることができる。
【００７９】
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　ペンダントとして実現されるとき、検出器２は、例えば、ユーザが椅子に座るとき又は
直立して立っているとき、加速度計４を用いて心拍及び／又は呼吸レートを測定すること
ができる。ペンダントがユーザの服の下につけられる場合、それは、転倒後でもユーザと
接触するので、心拍及び／又は呼吸レートを測定するのにそのまま用いられることができ
る。
【００８０】
　手首に付ける転倒デバイスとして実現されるとき、転倒検出器２は、皮膚伝導性及び血
圧を測定するセンサ１６を含むことができる。更に、例えばフォトプレチスモグラフ（Ｐ
ＰＧ）を用いて、心拍が測定されることができる。
【００８１】
　ウエストに付けるデバイスとして実現されるとき、転倒検出器２は、例えば加速度計４
を用いて、心拍及び／又は呼吸レートを測定することができる。
【００８２】
　本発明に基づきアラートを促進することは、正常な（非促進された）アラートの場合よ
り、支援がユーザにより急速に提供されることを生じさせる点を理解されたい。こうして
、本発明による転倒検出器は、２つのアラートモードを持つものとして理解されることが
できる。１つは、ユーザの生理的特徴が正常なときに用いられる通常のアラートモードで
あり、もう１つは、ユーザの生理的特徴が正常でないときに用いられ、通常のアラートよ
り迅速に支援がユーザに提供される促進されたアラートモードである。
【００８３】
　撤回期間を用いる転倒検出器を作動させる方法が図３に示される。図２に関する説明に
対応する図３におけるステップには、同一の参照番号が与えられる。図３における方法は
ほとんど、図２における方法に対応する。違いは、転倒イベントが検出されるとき（ステ
ップ１０３）、ステップ１０５における１つ又は複数の生理的特徴の測定と一緒に、撤回
期間に関するテストが始まる（ステップ１１３及び１１５）こと、及び、測定された生理
的特徴が正常である場合、プロセッサ６が、通常のアラートを起動させる前に撤回期間の
満了を待つ（ステップ１０９）ことである。測定された生理的特徴が正常でない場合、ユ
ーザが起きたかどうか又は撤回期間が期限切れになったかどうかに関係なく、プロセッサ
は、上述したように促進されたアラートを起動させる（ステップ１１１）。上記したよう
に、ステップ１０９及び１１１において起動されるアラートは同じとすることができる（
例えばコールセンタへの呼び出しの実施）点を理解されたい。ここで、ステップ１１１に
おけるアラートは、（ステップ１１３、１１５及び１０９における通常のアラートと同様
）アラートを起動させる前に撤回期間が期限切れになる必要がないという意味で「促進さ
れる」。しかしながら、撤回期間が期限切れになる前にアラートを開始することに加えて
、アラートが上記の態様の１つ又は複数において促進されることができる点も理解された
い。
【００８４】
　特に、転倒イベントがステップ１０３において検出される場合、プロセッサ６は、タイ
マーを始動し、通常のアラート（これは、音声アラームを作動させること、コールセンタ
又はノミネートされた人に呼び出しを行うこと、ユーザの状態を示すデータ（ＳＭＳメッ
セージを送信することを含む）をコールセンタに送信すること等を含むことができる）を
起動させる前に所定の撤回期間の満了まで待つことができる。この撤回期間は通常、３０
秒の長さとすることができる。但し、他の持続時間が用いられることもできる。この撤回
期間の間に、プロセッサ６は、転倒又は転倒可能性の後に、ユーザが立ち上がったか、又
は他の態様で直立姿勢に戻ったかを決定するため、ユーザの運動及び／又は方向を監視す
る。これは、図３におけるステップ１１３に対応する。
【００８５】
　間欠的に又は周期的に、撤回期間にわたり、プロセッサ６は、検出された転倒後、ユー
ザが起きたか（例えば立っているか又は直立状態に戻ったか）を調べ（ステップ１１３）
、ユーザが起きていない場合、撤回期間が期限切れになるまで、プロセッサ６はユーザを
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監視し続ける（ステップ１１５）。
【００８６】
　ある例示的な実施形態では、ユーザが起きたかどうかを特定するのに用いられる処理は
、検出された衝撃の後の時間ウィンドウ（例えば３秒）において、加速度計測定の部分を
特定するステップを有する。ここで、時間期間（例えば０．５秒）にわたる絶対的な加速
度の最大及び最小値の間の差は、閾値（例えば０．４ｍ／ｓ２）より少ない。高さ測定が
、（例えば圧力センサにより）その時間期間において行われる。これらの測定における最
小は、「低い高さ」と表される。
【００８７】
　測定の斯かる部分が見つけ出される場合、状態は「横たわっている」として規定される
。そうでない場合、圧力センサにより測定される最小高さが決定され、状態は「動いてい
る」として規定される。
【００８８】
　「横たわっている」状態が持続する間、絶対的な加速度の最大及び最小値における差が
０．４ｍ／ｓ２内にあるかに関するテストが実行される。そうでない場合、状態は、「動
いている」として規定される。一方、より低い高さが測定される場合、その値はより低い
高さとして取られる。「横たわっている」状態が衝撃後の時間期間（例えば３０秒）持続
する場合、撤回は結論付けられない（即ち、ステップ１１５における決定は「はい」であ
る）。
【００８９】
　状態が「移動している」の場合、加速度計４がより強く移動しているか（例えば、加速
度における分散が閾値を超えるか、及び／又は方向変化が閾値を超えるか）がテストされ
る。見つけ出される場合、状態は「立っている」として規定される。これが、衝撃からの
時間期間（例えば３０秒）内に見つけ出されない場合、撤回は、結論付けられない（即ち
、ステップ１１５における決定は「はい」である）。一方、より低い高さが測定される場
合、その値はより低い高さとして取られる。
【００９０】
　状態が「立っている」の場合、現在の高さがより低い高さに関する現在の値を所定の量
（例えば８０ｃｍ）上回って高いかどうかがテストされる。もし高く、それが、衝撃後の
所定の期間（例えば３０秒）内ならば、転倒は撤回にされ、アラートは発行されない（即
ち、ステップ１１３における決定は「はい」である）。もし低く、衝撃後の所定の期間（
例えば３０秒）が経過していれば、撤回は結論付けられない（即ち、ステップ１１５にお
ける決定は「はい」である）。一方、より低い高さが測定される場合、その値はより低い
高さとして取られる。
【００９１】
　ユーザが起きることなしに撤回期間が期限切れになる場合、（通常の）アラートが起動
される（ステップ１０９）。上記のように、これは、プロセッサ６が、転倒検出器２にお
ける音声アラームユニット８起動させること、電話網を介してコールセンタ又はノミネー
トされた人に対して、緊急呼び出しを行うこと、又はデータ（ＳＭＳメッセージの送信を
含む）を送信する（転倒検出器２から無線で、又は転倒検出器２のベースユニットに関連
付けられる固定回線接続を介して）ことを有する。
【００９２】
　しかしながら、撤回期間が期限切れになる前にユーザが起きる（即ち、立ち上がる又は
直立姿勢に戻る）場合（ステップ１１３）、ユーザがＯＫである（即ち、ユーザは実際に
は転倒はしていない、又は、転倒は、特に深刻なものではなく、必要であれば、ユーザは
支援ボタン又は他の手段を用いて手動で支援を求めることが可能である）と想定される。
従って、この方法はステップ１０１に戻り、ユーザの運動の監視が続く。
【００９３】
　図３に示される方法において、撤回期間及びユーザが起きたかを決定するためのテスト
（ステップ１１３及び１１５）は、生理的特徴の測定（ステップ１０５）と一緒に実行さ
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れる点を理解されたい。代替的な実現において、撤回期間及びユーザが起きたかを決定す
るためのテストは、ステップ１０７において生理的特徴が正常であると決定される場合に
のみ開始される。
【００９４】
　上述したように、転倒検出アルゴリズムは、例えば高さ降下、衝撃及び方向変化といっ
た複数の特徴に関してテストする。転倒が検出されるためには、通常すべての特徴が、ユ
ーザの運動において特定されることを必要とする。しかし、１つ又は複数の特徴の強い存
在が、別の特徴の弱い存在を補償することができる。しかしながら、例えば脳卒中又は心
停止の結果としてユーザが転倒する場合、転倒は、高速な高さ降下及び地面との強い衝撃
なしに、より穏やかな崩れ方をする可能性がある。通常の転倒検出処理は、転倒検出器２
の偽アラームレートが低レベルに留まるよう、これらの転倒イベントが非転倒として分類
されることをもたらす態様で設定されることができる。こうして、これらの転倒イベント
は、転倒として分類されず（ステップ１０３において「転倒でない」という出力を生じさ
せる）、方法はステップ１０１に戻る。
【００９５】
　しかしながら、本発明の追加的な実施形態において、転倒検出器２は、「ソフト転倒」
動作モードを具備することができる。このモードでは、転倒に必要とされる特徴の１つ又
は複数（しかし、必ずしも全てではない）が、運動信号において特定されるような転倒可
能性イベントが起こるとき、ユーザの生理的特徴の測定が、転倒検出器２によりなされる
ことができ（ステップ１０５）、及びその測定は、転倒イベントが実際の転倒か（又は、
転倒に関係なくユーザが支援を必要とするかどうか）を決定するのに使用され、従って促
進されたアラートを起動させる（ステップ１１１）。この「ソフト転倒」モードにおいて
、生理的特徴が正常でないと決定される場合、促進されたアラートが発行される（ステッ
プ１１１）。しかしながら、生理的特徴測定が正常であるとステップ１０７において決定
されれば、この方法は、ステップ１０９（通常のアラートの発行）に進むのではなく、ス
テップ１０１に戻る。このモードにおいて、（「通常の」アラートを含む）上述したアラ
ートが、転倒検出器２によって他の態様では全く開始されないとき自動的に開始される点
で（しかし例えば、ユーザが手動でヘルプボタンを押せば続いてアラートが発行される）
、ステップ１１１におけるアラートは「促進される」。この「ソフト転倒」動作モードを
転倒検出器２に提供することが、転倒検出器２による生理的特徴の連続的な監視の必要性
を回避しつつ（及びこれに伴う電力消費における増加を回避しつつ）、ユーザの生命体シ
ステムにおける不調の検出レートを上昇させる１つの態様である。
【００９６】
　従って、ユーザが緊急的に支援を必要とする場合に、転倒に苦しむユーザが支援を得る
のにかかる時間が減らされることができる転倒検出器及びこれを作動させる方法が提供さ
れる。
【００９７】
　本発明が図面及び前述の説明において詳細に図示され及び説明されたが、斯かる図示及
び説明は、説明的又は例示的であると考えられ、本発明を限定するものではない。本発明
は、開示された実施形態に限定されるものではない。
【００９８】
　図面、開示及び添付された請求項の研究から、開示された実施形態に対する他の変形が
、請求項に記載の本発明を実施する当業者により理解され、実行されることができる。請
求項において、単語「有する」は他の要素又はステップを除外するものではなく、不定冠
詞「ａ」又は「ａｎ」は複数性を除外するものではない。シングルプロセッサ又は他のユ
ニットが、請求項に記載される複数のアイテムの機能を満たすことができる。特定の手段
が相互に異なる従属項に記載されるという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有
利に使用されることができないことを意味するものではない。コンピュータプログラムは
、他のハードウェアと共に又はその一部として提供される光学的記憶媒体又は固体媒体と
いった適切な媒体に格納／配布されることができるが、インターネット又は他の有線若し
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くは無線通信システムを介してといった他の形式で配布されることもできる。請求項にお
ける任意の参照符号は、発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】
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